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５月 
｢令和８年度 山形県立特別支援学校高等部及び高等部のみを置く特別支援学校 

入学者選考実施要項」を中学校へ送付 
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出願受付 
（志願する特別支援学校に提出） 
 

 

高等部入学者選考本検査  令和８年２月１３日（金） 
 
高等部入学者選考追検査  令和８年２月２０日（金） 

合 格 者 発 表     令和８年２月２６日（木） 

 
入学者説明会 

（特別支援学校ごとに開催） 

 

７月 

 

 

８月 

 

 

９月 

 

 

１０月 

 

 

１１月 

 

 

１２月 

 

 

１月 

 

 

２月 

 

 

３月 

 

学校見学会・一日体験入学 等 
 

高等部入学者選考説明会 

 

① 特別支援学校ごとに開催 

※ 期日は別記１を参照 

 

② 特別支援学校より案内送付 

進路等教育相談 

 

① 特別支援学校ごとに開催 

※ 期間は別記１を参照 

 

② 志願する特別支援学校の 

「進路等教育相談」を必ず 

受けること。 

 

各特別支援学校の 

「入学者募集要項」配付 
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＜別記１＞ 令和７年度 進路等教育相談等の日程（入学者選考に係る相談等） 
※ 今後日程を変更する可能性があります。詳しくは、進学希望を検討している学校へお問い合 
わせください。 

 学校名 

（障がい種別） 

中３対象学校見学会 

（一日体験学習 等） 
高等部 

入学者選考説明会 進路等教育相談 

県
下
一
円 

県立山形盲学校 

（視覚障がい） 

０２３－６７２－４１１６ 
１０月１日（水） ８月２９日（金） 

本 科：9 月 29 日（月）～10 月 10 日（金） 

専攻科：10 月 14 日（火）～10 月 31 日（金） 

申込期間： 

本 科：9/16（火）～9/26（金） 

専攻科：9/16（火）～10/10（金） 

県立山形聾学校 

（聴覚障がい） 

０２３－６８８－２３１６ 
７月１０日（木） ７月１０日（木） 

１１月４日（火）～１１月２１日（金） 

申込期間：9/24（水）～10/7（火） 

県立ゆきわり養護学校 

（肢体不自由） 

０２３－６７３－５０２３ 
随時対応 ７月３０日（水） 

９月２９日（月）～１０月１６日（木） 

申込期間：7/30(水)～8/29(金) 

県立山形養護学校 

（病弱） 

０２３－６８４－５７２２ 

６月１８日（水） 

（入学者選考説明会と同日 

他校生のみ見学と体験） 

６月１８日（水） 

申込締切 

６月２日（月） 

８月２５日（月）～９月５日（金） 

申込締切：7/15（火） 

庄
内
地
区 

県立酒田特別支援学校 

（知的障がい） 

０２３４－３４－２０２６ 
７月３日（木） ７月３日（木） 

９月９日（火）～１０月９日（木） 

申込締切：6/18（水） 

県立鶴岡養護学校 

（知的障がい） 

０２３５－２４－５９９５ 

学校見学会 

６月１９日(木)  
 ８月２５日（月） 

９月１０日(水)～１０月１７日(金) 

申込期間：7/1（火）～7/18（金） 

県立鶴岡高等養護学校 

（知的障がい） 

０２３５－２２－０５８１ 
５月２８日（水）午後 ５月２８日（水）午後 

７月２８日（月）・７月２９日（火）・ 

８月１日（金） 

８月４日（月）～８月６日（水）      

申込期間：6/2（月）～6/10（火） 

最
上
地
区 

県立新庄養護学校 

（知的障がい） 

０２３３－２２－３０４２ 

中３対象説明会・学校公開 

６月１１日（水） 
７月８日（火） 

７月２８日（月）～８月７日（木） 

申込期間：6/2（月）～6/16（月） 

置
賜
地
区 

県立米沢養護学校 

（知的障がい） 

０２３８－３８－６１０１ 

中３対象学校見学会 

５月２０日（火） 

就労コース 

５月２０日（火） 

総合コース 

７月１０日（木） 

就労コース 

７月２８日（月）～８月１日（金） 

申込期間：6/2（月）～6/11（水） 

総合コース 

９月２９日（月）～１０月１７日（金） 

申込期間：8/21（木）～8/27（水） 

県立米沢養護学校 

西置賜校 （知的障がい） 

０２３８－８４－５５２０ 
５月２７日（火） ７月１６日（水） 

９月２９日（月）～１０月１０日（金） 

申込期間：8/25（月）～8/29（金） 

村
山
地
区 

県立村山特別支援学校 

（知的障がい） 

０２３－６８８－２９９５ 
５月２８日（水） ８月２２日（金） 

９月８日（月）～１０月１７日（金） 

申込期間：7/7（月）～7/18（金） 

県立楯岡特別支援学校 

（知的障がい） 

０２３７－５５－２９９４ 
８月２８日（木） ８月２８日（木） 

９月８日（月）～１０月１０日（金） 

申込期間：7/7（月）～8/4（月） 

県立楯岡特別支援学校 

大江校  （知的障がい） 

０２３７－８５－０７２２ 
８月２９日（金） ８月２９日（金） 

９月１８日（木）～１０月１５日（水） 

申込期間：7/22（火）～8/29（金） 

県立上山高等養護学校 

（知的障がい） 

０２３－６７２－３９３６ 
５月２８日（水） ５月２８日（水） 

７月２８日（月）、２９日（火） 

８月１日（金）、４日（月）、６日（水） 

申込期間：6/2（月）～6/11（水） 

※ 進路等教育相談の申し込み方法については、当該特別支援学校からの案内、並びに 
入学者選考説明会で示す。 
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令和８年度 山形県立特別支援学校高等部及び 

高等部のみを置く特別支援学校 入学者選考実施要項 
 

 

令和８年度山形県立特別支援学校高等部及び、高等部のみを置く特別支援学校の入学者 

選考は、次の要項によって募集する。 

 

Ⅰ 入学者募集 

１ 募集公告 

県立特別支援学校高等部及び高等部のみを置く特別支援学校の入学者募集についての

県教育委員会の公告は、令和７年１０月末日までに行う。各特別支援学校長は、この公告

に基づき募集する。（注１） 

 

２ 入学者の募集 

入学者は、学校ごとに募集する。募集期間、入学定員及び志願に必要な書類は、各特別

支援学校の入学者募集要項に記す。 

 

３ 募集要項 

（１） 各特別支援学校では、入学者募集要項に、入学定員、志願資格、進路等教育 

相談、出願手続、選考方法、選考日時、合格発表、個人情報（学力検査の教科別

得点）の提供、教育課程等を明確に記載する。 

（２） 各特別支援学校長は、募集要項５部（入学願書等を添付のこと）を令和７年 

１１月１３日（木）必着で県教育局特別支援教育課長あて提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）  入学定員及び志願要項について県公報によって公告する。 
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Ⅱ 基本方針 

令和８年度山形県立特別支援学校高等部及び高等部のみを置く特別支援学校の入学者 

選考は、以下に基づいて行う。 

 

１ 基本原則 
各特別支援学校長は出願校から送付された調査書、学校ごとに行う学力検査、諸検査及

び面接等の結果により、総合的に検討し、入学者を判定する。ただし、特に配慮が必要な
受検者については、その障がいの状況に応じて選考を実施する。 

 

２ 選考方法 
（１） 選考は、各特別支援学校長が作成する各校の「入学者選考実施要項」に基づい

て行う。 

（２） 選考にあたっては、特別支援学校ごとに選考委員会を設けて厳正を期して実施
する。 

（３） 学力検査、諸検査及び面接等の期日は、山形県教育委員会が定める。なお、病

状等により、訪問による教育を受ける者の選考は、別に定める。 

（４） 学力検査、諸検査、面接等の内容及び方法は、各特別支援学校において適切に
定める。 

（５） 学力検査を実施する場合、検査問題は、小学校学習指導要領、中学校学習指導
要領（高等部専攻科については高等学校学習指導要領を加える）、特別支学校学
習指導要領及び各特別支援学校における教育のねらいに基づいて出題する。 

 

３ 志願資格 

次の各号の要件を満たす者とする。ただし、高等部専攻科の志願資格については、当該
特別支援学校の入学者募集要項に示す。 
（１） 次のいずれかに該当する者であること。 

① 令和８年３月に特別支援学校の中学部、中学校又は義務教育学校を卒業見込み
の者若しくは中等教育学校の前期課程（以下「中学校」という。）を修了（以下
「卒業」という。）する見込みの者 

② 特別支援学校の中学部又は中学校を卒業した者 
③ 学校教育法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８０号）第１条の規定

による改正前の学校教育法に基づく盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を卒業
した者 

④ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当する者 （注２） 
（２） 学校教育法施行令（昭和２８年政令第 340号）第２２条の３に該当する者 

ただし、高等部のみを置く特別支援学校及び新庄養護学校就労コース、米沢養

護学校就労コースにおいては、知的発達の遅滞があり、就労を目指す教育課程を
履修できる者 

 

 

（注２）  学校教育法施行規則 第９５条の各号のいずれかに該当する者について、出願に 
係る手続きは、別に定める。 
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＜別記２＞ 学校教育法施行令 第２２条の３ 

 

 第７５条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者

の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 

 

区分 障害の程度 

視覚障害者 

両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が

高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視

覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの 

聴覚障害者 

両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもののうち、補聴器

等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難

な程度のもの 

知的障害者 

１ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営 

むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 

２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、  

社会生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由者 

１ 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活 

における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 

２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時 

の医学的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱者 

１ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾 

患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 

２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

 

備考 

   １ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、 

矯正視力によつて測定する。 

２ 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。 
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４ 学校別受け入れ区域                                

受け入れ区域は原則として次のとおりとする。                                                                             

（１） 視覚障がい者・聴覚障がい者・肢体不自由者・病弱者である生徒に対する教育

を行う特別支援学校              ◎…訪問による教育実施校 

 

（２） 知的障がい者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

① 普通科及び普通科総合コース          ◎…訪問による教育実施校 

 
② 高等養護学校普通科及び普通科就労コース 

 

主たる障がい 学校名 受け入れ区域 

視覚障がい 県立山形盲学校 県下一円 

聴覚障がい 県立山形聾学校 県下一円 

肢体不自由 県立ゆきわり養護学校 県下一円 

病弱 県立山形養護学校（◎） 県下一円 

主たる障がい 学校名 受け入れ区域 

知的障がい 

県立米沢養護学校（◎） 米沢市、南陽市、高畠町、川西町 

県立米沢養護学校西置賜校 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 

県立新庄養護学校（◎） 
新庄市、金山町、最上町、舟形町、 
真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 

県立鶴岡養護学校（◎） 鶴岡市、庄内町、三川町 

県立酒田特別支援学校（◎） 酒田市、遊佐町 

県立村山特別支援学校 
山形市、上山市、天童市、山辺町、 
中山町 

県立楯岡特別支援学校 
村山市、東根市、尾花沢市、大石田町、
天童市 

県立楯岡特別支援学校大江校 
寒河江市、河北町、西川町、朝日町、
大江町 

主たる障がい 学校名 受け入れ区域 

知的障がい 

県立米沢養護学校 置賜地区 

県立新庄養護学校 最上地区 

県立鶴岡高等養護学校 庄内地区 

県立上山高等養護学校 村山地区 
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５ 入学志願 

（１） 公立特別支援学校への志願は、１人１校とする。（公立高等学校との併願もで

きない） 

（２） 県立新庄養護学校、県立米沢養護学校においては、就労コース又は総合コース

のうち、志願資格に基づき、いずれか１コースのみを志願することとする。 

（３） 入学願書は、在籍又は出身の中学校、特別支援学校の校長を経由して志願校に

提出する。 

志願取り消しや、締め切り前における入学願書記載内容の変更等を行う場合に

も同様とする。 

なお、高等学校及び特別支援学校に在籍のまま志願する者は、在籍校長の志願

承諾書（様式自由）を入学願書に添付すること。 

（４） 調査書等は、入学願書を経由する校長が作成し、前号の書類とともに、志願

校に提出する。 
 
６ 進路等教育相談 （注３） 

志願にあたっては、特別支援学校の受け入れ区域にそって、志願する特別支援学校の

進路等教育相談を受けるものとする。 

進路等教育相談は、各特別支援学校が指定した期間に実施する。各特別支援学校の進

路等教育相談等の日程は、別記１に示す。 

 

＜進路等教育相談の手順＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜留意事項＞ 

（１） 中学校又は特別支援学校の中学部（以下「中学校等という」においては、本人（保 

護者）とできる限り早期から相談を重ね、生徒の進路について見通しをもって対応す 

ること。その際、各特別支援学校が実施する「学校見学会」や「高等部入学者選考

説明会」等の案内など、進路に関する情報提供を適切に行うこと。さらに、進路等

教育相談の結果（志願資格の有無）をもとに、継続した進路相談を行うこと。 

（注３）  進路等教育相談は、各特別支援学校において、入学希望者が当該特別支援学校の 

対象となるか否かについて、本人の障がいの種類と程度及びその状態、必要な支援 

の内容、その他の事情等を勘案して総合的に判断するために行うもの。 

③ 進路等教育相談の結果

（志願資格の有無）報告 
生徒・保護者 

② 進路等教育相談の実施 

① 進路等教育相談

の日程調整と申込 

進路相談 

特別支援学校 
（高 等 部） 

中 学 校 

又は 

特別支援学校 

（中 学 部） 
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（２） 受け入れ区域の特別支援学校に通学困難等の特別な事情がある場合、中学校等

は、令和７年５月末までを目途に、教育局特別支援教育課と進路等教育相談につい

て事前協議を行うこと。事前協議を経て、受け入れ区域外の特別支援学校の進路等

教育相談を申し込む場合、山形県教育局特別支援教育課長に「受け入れ区域外特別

支援学校進路等教育相談許可願い」（別記様式第２号Ａ）１部を提出すること。 

７ 選考及び合格者の発表 

県立特別支援学校の選考及び合格者の発表は、同一日に行う。 

各特別支援学校長は、選考後すみやかに当該校において合格者の発表を行い、発表後に

志願者に選考結果を送付するとともに、在籍又は出身学校長あてに通知する。 

 

８ その他 

入学者選考の実施上必要な事項は、各校の「入学者選考実施要項」において特別支援学

校長が定める。 

Ⅲ 募集する学校名、学科、修業年限等 
１ 募集する学校名、学科、修業年限 

＜普通科・保健理療科＞ 

学校名 学科 修業年限 

県立山形盲学校 
普通科 ３年 

保健理療科 ３年 

県立山形聾学校 普通科 ３年 
 

県立米沢養護学校 

 

普通科 
就労コース ３年      

総合コース ３年 

県立米沢養護学校西置賜校 普通科 ３年 

県立新庄養護学校 普通科 
就労コース ３年 

総合コース ３年 

県立鶴岡養護学校 普通科 ３年 

県立酒田特別支援学校（知的障がい） 普通科 ３年 

県立村山特別支援学校 普通科 ３年 

県立楯岡特別支援学校 普通科 ３年 

県立楯岡特別支援学校大江校 普通科 ３年 

県立上山高等養護学校 普通科 ３年 

県立鶴岡高等養護学校 普通科 ３年 

県立ゆきわり養護学校 普通科 ３年 

県立山形養護学校 普通科 ３年 

 

＜専攻科＞ 

学校名 学科 修業年限 

県立山形盲学校 理療科 ３年 

県立山形聾学校 
生産技術科 ２年 

商業技術科 ２年 
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２ 各特別支援学校の入学定員 

入学定員は、各特別支援学校の入学者募集要項に示す。 

 

３ 特別支援学校ごとの志願資格 

志願できる資格を有する者は、本実施要項 Ⅱ 基本方針 ３ 志願資格に基づき、 

各特別支援学校の入学者募集要項に示す。 

 

４ 学力検査、諸検査及び面接等の内容 

学力検査、諸検査及び面接等の内容は、各特別支援学校の入学者募集要項に示す。 

 

５ 受検者の携帯品 

（１） 受検に係る携帯品等の詳細は、各特別支援学校の入学者募集要項に示す。 

（２） 検査の公正を欠くおそれのある物を持参してはならない。 

 

６ 選考及び合格者発表の期日 

令和８年度山形県立特別支援学校高等部及び高等部のみを置く特別支援学校の選考と

合格者発表は、以下の同一日に行う。 

（１） 選考日     令和８年２月１３日（金） 

（２） 合格者発表   令和８年２月２６日（木） 

 

 ７ 検査会場 

  検査会場は、志願先特別支援学校を基本とする。詳細については、各特別支援学校の入

学者募集要項に示す。 

検査会場の下見は、令和８年２月１２日（木）に認める。下見の際、校地内に立ち入る

ことはできるが、校舎内に立ち入ることはできない。なお、下見を認める時間帯は、各特

別支援学校の入学者募集要項に示す。 

 

８ 選考期日の日程等 

選考期日の日程及び検査時間は、各特別支援学校の入学者募集要項に示す。なお、訪問

教育受検者の選考期日等については、別途、訪問教育を行う特別支援学校より通知する。 

 

９ 個人情報（学力検査の教科別得点）の提供 

受検者の個人情報（学力検査の教科別得点）の提供は、合格者発表後郵送により行う。 

個人情報（学力検査の教科別得点）の提供希望者は、入学願書の「郵送による個人情報

（学力検査の教科別得点）の提供希望」の有に○印を記入すること。希望者には、選考

結果返信用封筒に同封して送付する。 
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Ⅳ 出願手続 

１ 出願に必要な書類 

 志願者は、出願に必要な書類を現に在籍し、又は卒業した特別支援学校、中学校の校長

を経由して、志願する特別支援学校長あて提出することを原則とする。 

出願に必要な書類は、志願する特別支援学校長に請求すること。また、郵便で同書類を

請求する場合は、請求部数に応じた返信用の切手を同封すること。 

（１） 入学願書 

    各特別支援学校で定める入学願書に記入すること。 

（２） 調査書及び健康調査票 

各特別支援学校で定める調査書及び健康調査票に記入すること。 

  （３） その他 

出願に必要な書類の詳細については、各特別支援学校の入学者募集要項に示す。 

 

２ 受付期間と提出先 

各特別支援学校の入学者募集要項に示す。 

 

３ 志願変更等 

志願取消しや締切り前における入学願書記載内容の変更を行う場合には、志願者の在籍

又は出身学校長が速やかに電話等で連絡する。その後「志願取消届」等を特別支援学校長

あて、必ず提出すること。 

 

 ４ 入学者選考に係る手数料 

  徴収しない。 

 

５ 県外への志願又は県外からの志願 

県外への志願又は県外からの志願については、別記３を参照すること。 

（１） 県外への志願 

県外の公立高等学校や特別支援学校高等部又は高等部のみを置く特別支援学校

に入学志願のため、本県内の県立特別支援学校高等部又は高等部のみを置く特別支

援学校に志願しない場合は、山形県立特別支援学校に志願しない旨の証明願（別記

様式第１号Ｂ）１部を県教育委員会教育長に提出する。（注４） 

（２） 県外からの志願 

県外から志願する者は、その都道府県内の公立高等学校や特別支援学校高等部又

は高等部のみを置く特別支援学校に志願しない旨の在籍学校長の証明書を添え、受

け入れ区域外特別支援学校志願許可願（別記様式第１号Ａ）１部を本県教育委員会

教育長に提出し、その許可証を入学願書に添付する。（注４） 

一家転住等の理由による場合は、上記許可願に、受け入れ区域外志願の理由を証

明するに足る書類及び誓約書（別記様式第１号Ｃ）をそれぞれ１部添付する。 

（注４）（注５）（注６） 
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６ その他 

次の場合は、受け入れ区域外特別支援学校志願許可願（別記様式第１号Ａ）の提出を 

必要とせず、以下のように取り扱う。 

（１） 令和６年度以前の卒業者で、現在の居住地が志願先特別支援学校の受け入れ 

区域内である場合、住民票等を入学願書に添付すること。 

（２） 区域外就学者の場合、区域外就学承諾書の写しを入学願書に添付すること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注４）  受け入れ区域外特別支援学校志願許可願（別記様式第１号Ａ）、山形県立特別支援学

校に志願しない旨の証明願（別記様式第１号Ｂ）、受け入れ区域外志願の理由を証明す

るに足る書類及び誓約書（別記様式第１号Ｃ）の郵送の際は、返信用封筒（返信用切

手貼付、宛先を明記）を同封し、特別支援教育課長あて送付すること。 

（注５）  誓約書は、入学後、申請した住所に保護者と同居して通学する旨の誓約書である。 

（注６）   県内において一家転住等の理由により、受け入れ区域外特別支援学校を志願する場  

   合も同様の手続きとする。 
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Ⅴ 追検査 

 １ 対象者 

  志願者のうち、次の（１）～（２）のいずれかに該当し、２月１３日（金）実施の本検

査の受検ができず、追検査の受検を希望する者。ただし、本検査を一部でも受検した者は、

原則として追検査の対象とはならない。 

（１） インフルエンザ等の感染症に罹患するなどし、本検査を受検できない者。 

（２） 真にやむを得ない理由により、本検査を受検できない者。 

     ※インフルエンザ等に罹患していても、本検査日に受検を希望する生徒は、別室

受検を実施する。 

      

  ２ 受検の手続 

（１） 追検査の受検を希望する者は、次の①～②の連絡等を行う。 

   ① 本検査が受検できないと判明したら、速やかに在籍又は出身学校長に連絡す

る。  

② 上記 1（１）の場合、医師の診断書を、上記 1（２）の場合、本検査を受検で

きない理由を証明する書類を、在籍又は出身学校長が定める期日まで在籍又は

出身学校長に提出する。 

 

（２） 追検査の受検を希望する者の在籍又は出身学校長は、次の①～④の連絡・報

告を行う。 

    ① ２月１２日（木）までに、追検査の対象者が確認された場合、対象者の中学

校（特別支援学校）名・受検番号・氏名を、２月１２日（木）の１５時までに

志願先特別支援学校長へ電話連絡する。 

      ※過年度生については、保護者等が追検査の受検を希望する特別支援学校に連

絡することも可とする。 

    ② (２）の①以降、２月１３日（金）本検査当日の集合時刻までに、本検査を受

検できない志願者が新たに確認された場合、対象者の中学校（特別支援学校）

名・受検番号・氏名を、当日できるだけ速やかに志願先特別支援学校長へ電話

連絡する。 

    ③ (２）の①、②に該当する生徒がいる場合、２月１６日（月）１５時までに、

次の（ア）、（イ）の書類を志願先特別支援学校長あて提出する。なお、やむを

得ない事情により期限までに提出できない場合は、提出期限まで志願先特別支

援学校長に電話等で連絡した上で、速やかに提出する。 

   （ア） 追検査受検願い（別記様式第３号Ａの予定） 

（イ） 医師の診断書又は本検査を受検できない理由を証明する書類 

※過年度生については、（２）の①で保護者等が追検査の受検を希望する特別

支援学校に連絡した場合は、保護者等が（ア）（イ）を提出する。 
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    ④ 対象者に対して受検にあたり、新たに特別な配慮が必要になった場合は、速

やかにその旨を志願先特別支援学校に連絡する。 

 

  （３） 志願先特別支援学校長は次の①～⑤の連絡・報告を行う。 

    ① ２月１３日（金）本検査日の受付終了時と全日程終了時に、本検査の状況を特

別支援教育課に電話で報告する。また、２月１３日（金）１５時までに、追検査

の対象者数を特別支援教育課長に電話で報告する。 

    ② ２月１６日（月）１６時までに、在籍又は出身学校から提出された「追検査受

検願」により、追検査の対象者数を特別支援教育課長に電話で報告する。 

    ③ ２月１７日（火）までに、追検査の受検を許可する旨と追検査当日の日程の

詳細等を、在籍又は出身学校長を通して志願者に連絡する。 

志願先特別支援学校長から在籍又は出身学校長への連絡は電話連絡とする。 

    ④ 「追検査受検願」及び医師の診断書等、本検査を受検できない理由を証明する

内容について疑義が生じた場合は、２月１８日（水）１２時までに在籍又は出身

学校長あて照会する。 

    ⑤ 新たに、受検に特別な配慮が必要になった志願者の連絡を受けた場合には、速

やかにその旨を特別支援教育課長に連絡する。 

 

  ３ 追検査の内容及び日程等 

（１） 追検査の内容について 

      追検査の内容は本検査の内容から各校の校長が定める。 

 

（２） 検査日程 

   ・令和８年２月２０日（金） 

・追検査の日程の詳細については、別途、追検査を行う特別支援学校より通知す 

る。 

 

（３） 検査会場 

       検査会場は、志願先の特別支援学校とする。 
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Ⅵ 別記様式 
１ 受け入れ区域外特別支援学校志願許可願：別記様式第１号Ａ（Ａ４判 縦長） 

 

 

受け入れ区域外特別支援学校志願許可願 

 

山形県教育委員会教育長 殿 

 

申 請 年 月 日 令和  年   月   日 

本 

 

人 

氏 名 （ 性 別 ）   

生 年 月 日  

現 住 所  

新たな居住所先住所   

出 身 （ 在 籍 ） 学 校  

中学部（校）卒業（見込）年月日  

保

護

者 

氏 名               

現 住 所  

 

私は下記の理由によって、山形県立○○特別支援学校に志願したいので許可願います。 

 

記 

理由 

 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

令和  年  月  日 

○○立○○○○学校長          □印  

上記の願いを許可します。 

令和  年  月  日 

山形県教育委員会 

教育長   須 貝 英 彦  □印  

（注）・理由は具体的に詳細に記入すること。 

   ・返信用封筒（返信用切手添付、宛先を明記）を同封すること。 
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２ 山形県立特別支援学校に志願しない旨の証明願：別記様式第１号Ｂ（Ａ４判 縦長） 

 

 

山形県立特別支援学校に志願しない旨の証明願 

 

山形県教育委員会教育長 殿 

 

申 請 年 月 日 令和  年   月   日 

本 

 

人 

氏 名 （ 性 別 ）   

生 年 月 日  

現 住 所  

出 身 （ 在 籍 ） 学 校  

中学部（校）卒業（見込）年月日   

保

護

者 

氏 名    

現 住 所  

 

私は、下記のとおり県外の特別支援学校に志願したいので、令和８年度入学者選考に 

おいて山形県立特別支援学校に志願しないことを証明してくださるようお願いします。 

記 

１ 志願先都道府県名（志願先特別支援学校名） 

２ 理由 

 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

令和  年  月  日 

 

○○立○○○○学校長           □印  

 

上記の者は、令和８年度入学者選考において山形県立特別支援学校に志願しないことを証明します。  

令和  年  月  日 

山形県教育委員会 

教育長   須 貝 英 彦  □印  

 

（注）・理由は具体的に詳細に記入すること。 

・返信用封筒（返信用切手添付、宛先を明記）を同封すること。 
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３ 誓約書：別記様式第１号Ｃ（Ａ４判 縦長） 

 

 

誓  約  書 

 
令和  年  月  日 

山形県教育委員会教育長 殿 

 

 

○○県立○○○○学校 

 

本人氏名  

 

保護者氏名            

 

 

私は、山形県立○○特別支援学校入学後は、下記の住所に保護者と同居して通学 

することを誓います。 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）氏名は、それぞれ自署すること。 
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４ 受け入れ区域外特別支援学校進路等教育相談許可願：別記様式第２号Ａ（Ａ４判縦長）  

受け入れ区域外特別支援学校進路等教育相談許可願 

山形県教育局特別支援教育課長 殿 

記 載 日 令和  年  月   日 

依頼者氏名  

保護者氏名       

 

私は、下記により、令和８年度山形県立特別支援学校入学者選考において、受け入

れ区域外特別支援学校の進路等教育相談を依頼したいので、許可くださるようお願い

します。 
 
記 

 

依

頼 

者 

ふりがな  性  別     男 ・ 女 

氏  名  生年月日 平成  年  月  日生 

現 住 所 
〒 

在籍（出身）学校  

受け入れ区域 

学校（・コース名） 

山形県立           校 

（    コース）    

進学希望 

学校（・コース名） 

山形県立           校 

（    コース） 

特別な事情等の理由 

（具体的に） 

 

 

 

 

 

 上記のとおり相違ないことを証明します。  

   令和  年  月  日 

   学校名：                校長               

 

注）返信用封筒（返信用切手貼付、宛先を明記）を同封すること。 

印 
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５ 受け入れ区域外特別支援学校進路等教育相談許可書：別記様式第２号Ｂ（Ａ４判縦長）  

 

受け入れ区域外特別支援学校進路等教育相談許可書 

 

     

 

  下記の者について、令和８年度山形県立特別支援学校高等部入学者選考において、受け

入れ区域外特別支援学校高等部への進路等教育相談の依頼を許可します。 

 

記 

 

１ 氏 名    

 

 

２ 生 年 月 日   平成  年  月  日生 

 

 

３ 在 籍 学 校    

 

 

４ 進路等教育相談希望学校（・コース名） 

 

   

 

                    

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

山形県教育委員会 

特別支援教育課長  □印  

 

 （注）本状を、進路等教育相談時に、受け入れ区域外の特別支援学校に提出すること。 
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６ 追検査受検願                  別記様式第３号Ａ（Ａ４判縦長）  

追検査受検願 
 

令和  年  月   日 

 

県立〇〇〇〇特別支援学校長 殿 

 

                        〇〇〇立〇〇〇〇〇学校 

                        校長 〇 〇 〇 〇 印 

 

 

下記の生徒は、山形県立特別支援学校高等部入学者選考において本検査を受検でき

ませんでした。 

ついては、追検査の受検を希望していますので、よろしくお願いいたします。 

 
 
記 

 
 

受検番号 〇〇 志願者氏名 〇 〇 〇 〇 

本検査を受検できなかった理由 

（右の欄に次の①又は②のいずれかを記入するとともに、下の欄に具体的な状況等

を記入してください。） 

 ① インフルエンザ等の感染症に罹患するなどし、本検査を受検できなかった 

 ② 真にやむを得ない理由により、本検査を受検できなかった 

番号 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

※ 医師の診断書又は、本検査を受検できない理由を証明する書類を添付すること。 
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＜別記３＞  県外への志願又は県外からの志願の手続き 

 

種 

別 
条     件 提出する書類（申請） 書 類 の 処 理 等 

県

外 

か 

ら 

の 

申 

請 

 

・転勤、転住等による 

 （注１） 

１ 受け入れ区域外特別支援学校 

志願許可願（別記様式第１号Ａ） 

→ １部 

 

２ １の志願理由を証明する書類 

→ １部 

 

３ 当該都道府県の公立高等学校や 

特別支援学校高等部又は高等部 

のみを置く特別支援学校に志願 

しない旨の証明書 → １部 

 

４ 誓約書（別記様式第１号Ｃ） 

→ １部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人（保護者へ） 

 

 許可書の発行  

※ 入学願書に添付して出願する。 

県

外 

へ

の 

申 

請 

・転勤・転住等による １ 山形県立特別支援学校に志願 

しない旨の証明願 

（別記様式第１号Ｂ）→ １部 

 

 

本人（保護者へ） 

 

 証明書の発行  

※ 以降は、当該都道府県の手続き 

による。 

 

（注１）県内において転勤・転住等による場合においても同様の手続きとする。

入学願書

とりよせ 
本人（保護者） 

志
願
先
特
別
支
援
学
校 

② 
申 

請 

書 

類 
作 
成 

提 

出 

 
入 

学 

願 

書 

記 

入 

提 

出 

 

出願 

① 

④ 

申 

請 

③ 

送 

付 

 

 

書
類
審
査 

許
可
書
発
行 

山形県教育委員会 

⑤ 入学願書 

許可書 

在籍中学校   

在籍特別支援学校 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県立特別支援学校高等部及び高等部のみを置く特別支援学校入学者選考に 

関する問合せ先 
 

山形県教育局特別支援教育課 

  〒９９０－８５７０  山形市松波二丁目８－１ 

                  ＴＥＬ ０２３－６３０－２４０６ 

ＦＡＸ ０２３－６３０－２７７４ 


